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京都府立城陽高等学校 部活動に係る活動方針 

 

１  部活動の意義について  

 

京都府立城陽高等学校では、部活動は、学校教育活動の一環として、興味と関心を持つ同好の生

徒が、教員等の指導のもと、自主的・自発的に行い、より高い水準の技術や記録に挑戦し、発表会

等に参加し、活動を実践したりする中で、楽しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたらす活

動と考えます。  

また、同好の生徒の自主性を重んじて行われることで、生徒が互いに協力し合って友情を深める

など、好ましい人間関係の形成に資するとともに、体力の向上や健康の保持増進を図り、生涯にわ

たってスポーツや文化及び科学等に親しむ態度や豊かな人間性を育む基礎となる活動でもありま

す。  

 

 

２  本校の部活動の在り方について  

 

これらの意義を踏まえ、本校では一人ひとりの生徒が学校に軸足をおいた生活となるよう部活動

への加入・参加を生徒に求め、今後も積極的に部活動を推進することとします。  

 

 

３  練習時間・休養日の設定等について  

 

通常授業日は、顧問の指導のもとで完全下校時間（ 18時 30分）までとし、顧問が必要と認めたとき
は、顧問付添いの指導のもとであれば 19時 30分の完全下校まで延長を認めます。  

練習時間については、合理的でかつ効率的・効果的な練習を行い、長くとも平日は３時間程度

（朝練習を含む。）、土・日曜日及び祝日に実施する場合は４時間程度とします。（但し、公式戦、

発表会、練習試合等により、活動時間が延長される場合もあります。）長期休業中の練習について

は、土・日曜日及び祝日に実施する場合に準ずることとします。  

休養日については週当たり１日以上設定することとします。また、教職員、生徒ともに十分な休

養をとれるよう、ある程度長期のまとまった休養日を設けることとします。  

 

 

４  活動計画の作成について  

 

部活動指導においては、体育系・文化系を問わず、生徒が学習をはじめとする学校での活動と家

庭での生活がバランスよく行えるよう、練習や大会参加等を計画的に設定するとともに、活動方

針・活動計画（年間･月間）を作成することとします。  

活動計画については事前に管理職の承認を受け、該当生徒や保護者に対しても情報を提供するこ

ととします。  

 

 

５  その他  

 活動にあたっては生徒の心身の状況を適切に把握し、熱中症対策や落雷等の気象変化対策、機器

の故障や転倒、落下、飛散等の物理的対策を講じるなど、事故が起きないよう安全管理と事故防止

に十分に配慮して実施します。  


